
○中井町地 域通貨 事業実施要 綱  

 

（目的）  

第１条  こ の事業 は、町が 発 行する 地域通貨の 流通を 通して、町 内にお

ける社会貢 献活動 を支援する ととも に、町内経済 の 活 性化を図る こと

を目的とす る。  

 

（地域通貨 の定義 ）  

第２条  地 域通貨 とは、町内 におい てのみ通用 する通 貨と同等の 価値

を持つ通貨 をいう 。  

 

（地域通貨 の交付 事業 ) 

第３条  町 が地域 通貨を交付 する事 業は、次の とおり とする。  

（１）町が 実施及 び主催する 事業  

（２）その 他、町 長が特に必 要と認 める事業  

 

（地域通貨 の交付 を受けるこ とがで きない者）  

第４条  町 が実施 する事業に 協力し た個人であ っても 、個人が属 する

団体に対し て町の 補助金、交 付金等 が交付され ており 、その団体 が

自らの事業 として 行った場合 は、地 域通貨の交 付を受 けることが で

きないもの とする 。  

 

（地域通貨 の単位 等）  

第５条  地 域通貨 の単位は「 きら」 とし、その 価値は １きら１円 とす

る。  

 

（地域通貨 の発行 等）  

第６条  地 域通貨 の発行及び その管 理は町が行 う。  

２  地域通 貨の種 類は、 500きら紙幣（第１号 様式） の１種類と する。  

３  地域通 貨の有 効期間は、 その発 行日から６ 月間と する。  

４  地域通 貨の購 入を希望す る者は 、中井町地 域通貨 購入申込書 （ 第

２号様式） を町に 提出し、当 該代金 を 町に納入 するも のとする。  

５  前項に 規定す る場合を除 き、 地 域通貨は、 紙幣と 交換（釣銭 を含

む。）する ことが できないも のとす る。  



（地域通貨 の使用 範囲等）  

第７条  地 域通貨 は、地域通 貨取扱 店（第９条 の規定 により町が 地域

通貨を取り 扱う店 舗として登 録した 店舗をいう 。以下 同じ。）に お

いてのみ使 用する ことができ る。  

２  ただし 、前項 の規定にか かわら ず、次の各 号のい ずれかに該 当す

る場合は、 地域通 貨を使用す ること ができない ものと する。  

（１）国及 び地方 公共団体へ の支払 い  

（２）次の いずれ かに該当す る取引 の対価の支 払い  

ア  出資、 有価証 券の購入、 債務の 弁済等の消 費に当 たるもの   

イ  商品券 、ビー ル券、図書 券、プ リペイドカ ード、 官製はが

き、切手、 収入印 紙等の換金 性があ るもの  

 

（地域通貨 の取扱 店舗）  

第８条  地 域通貨 取扱店は、 登録制 とする。  

 

（地域通貨 取扱店 の登録申請 ）  

第９条  地 域通貨 取扱店の登 録を希 望する店舗 の代表 者（以下「 申請

者」という 。）は 、地域通貨 取扱店 登録申請書 （第 ３ 号様式）に よ

り、町長に 申請し なければな らない 。  

 

（地域通貨 取扱店 の登録）  

第１０条  町長は 、前条の申 請書を 受理したと きは、 その内容を 審査

し、その登 録を認 めるときは 、地域 通貨取扱店 登録決 定通知書（ 第

４号様式） により 申請者に通 知する とともに、 地域通 貨取扱店を 示

す証票（第 ５号様 式）を送付 するも のとする。  

 

（地域通貨 取扱店 の遵守事項 ）  

第１１条  地域通 貨取扱店は 、次に 掲げる事項 を遵守 しなければ なら

ない。  

（１）正当 な理由 なく地域通 貨の使 用を拒まな いこと 。  

（２）地域 通貨の 交換、譲渡 及び売 買を行わな いこと 。  

（３）この 要綱の 規程及び地 域通貨 の発行目的 に反す る行為を行 なわ

ないこと。  

 



（地域通貨 取扱店 の登録取消 ）  

第１２条  町長は 、地域通貨 取扱店 が前条に規 定する 事項に反す る行

為をした場 合は、 地域通貨取 扱店の 登録を取り 消すこ とができる 。  

 

（地域通貨 の換金 ）  

第１３条  地域通 貨取扱店は 、地域 通貨を現金 に換金 する時は、 地域

通貨使用実 績報告 書兼請求書 （第 ６ 号様式）に 使用済 みの地域通 貨

を添えて、 町長へ 提出するも のとす る。   

２  地域通 貨の現 金への換金 は、１ 月単位とし 、地域 通貨の使用 があ

った月の翌 月１５ 日までに提 出する ものとする 。ただ し、１月の 使

用が２，５ ００き ら以下の場 合は、 数か月分を まとめ て提出でき

る。  

 

（地域通貨 取扱店 への支払い ）  

第１４条  町長は 、前条の請 求書を 受理したと きは、 その内容を 審査

し、その内 容に誤 りが認めら れない 場合は、速 やかに 換金しなけ れ

ばならない 。  

 

（雑則）  

第１５条  この要 綱に定める ものの ほか、地域 通貨事 業の実施に 関し

必要な事項 は、町 長が別に定 める。  

 

附  則  

この規則は 、平成 ２３年２月 ２１日 から施行す る。  

附  則  

この規則は 、平成 ２４年３月 １５日 から施行す る。  

附  則  

この規則は 、平成 ２９年１月 ４日か ら施行する 。  

附  則  

この規則は 、平成 ３１年４月 １９日 から施行す る。  



第１号様式 （第６ 条関係）  

【表面】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【裏面】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１  材質は、 紙とし、寸 法は、 たて 7.0センチメ ートル、よ こ

14.5センチメート ルとする。   

２  表面に発行番 号、発行日 欄及び 有効期限を 付す。   

３  利用上の注意 事項を記載 する。  



第２号様式（第６条関係）  

   

 

年  月  日  

 

中井町長  

  

地域通貨購入申込書 

 

中井町地域通貨事業実施要綱第６条の規定により、地域通貨の購入を申し込み

ます。 

ふりがな 

氏  名 

 

 

住  所 

〒   －     

 

電話番号  （      ）  

購入枚数 ① 枚 

購入金額 ② 

（①×500円） 

  千   円 

購入目的 

 

 

 

 

 



第３号様式（第９条関係）  

   

年  月  日  

 

中井町長  

 

〒   －     

住  所 

代表者名             ㊞  

電話番号  

  

地域通貨取扱店登録申請書 

 

中井町地域通貨事業実施要綱第９条の規定により、地域通貨取扱店への登録を

申請します。 

事 
 

業 
 

所 

名 称 

 

所 在 地 
〒   －     

中井町 

電話番号  （   ）   

ふりがな  
 

代表者氏名 
 

指

定

振

込

先 

金融機関名 
銀行  ・ 信用金庫  

農協 

支 店 名 支店・支所・出張所 

口座番号  普通 ・ 当座 

フリガナ  
 

口座名義人 

 



第４号様式（第１０条関係）  

 

第      号 

  年  月  日  

 

様 

 

中井町長        印  

地域通貨取扱店登録決定通知書 

 

年  月  日付で登録申請のあった地域通貨取扱店への登録について、中井

町地域通貨取扱店と決定したので通知します。 

  



第５号様式（第１０条関係）  

 
 

備考  材質は、紙とし、寸法は、Ａ４サイズ以上とする。  



第６号様式（第１３条関係）  

 

年  月  日  

 

中井町長  

地域通貨使用実績報告書兼請求書 

〒   －     

住所 

事業所名  

代表者名            ㊞  

電話番号 

 

中井町地域通貨事業実施要綱第１３条の規定により、地域通貨の使用実績を報

告するとともに、利用金額を請求します。 

利用月 年      月から      月分 

利用枚数及び 

請求金額 
枚×500円 ＝ 請求金額        円 

 

 


